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信用格付業者向けの監督指針 新旧対照表(案) 

改正案 現行 

Ⅲ．監督上の評価項目と諸手続 

 

Ⅲ－２ 業務の適切性 

 

Ⅲ－２－４ 監督手法・対応 

日常の監督業務においては、上記の着眼点に基づき、信用格付

業者の役職員（外国法人である信用格付業者については、基本的

に国内における代表者又は国内における営業所若しくは事務所に

駐在する役職員）に対して定期的・継続的にヒアリング等を行

い、これにより把握された信用格付業者の課題については、必要

に応じ金商法第66条の45第１項の規定に基づく報告を求めること

を通じて、信用格付業者における自主的な改善状況を把握するこ

ととする。また、公益又は投資者保護の観点から重大な問題があ

ると認められる場合には、金商法第66条の41の規定に基づく業務

改善命令を発出するなどの対応を行うものとする。 

また、外国法人である信用格付業者については、当該信用格付業

者の母国当局との適切な連携を図るものとする。 

なお、長期に亘り業務を休止した場合等の監督上の対応について

は総合指針「Ⅲ－２－１５ 長期に亘り業務を休止した場合等の監

督上の対応について」等に準じて、買収等による株主構成の重要な

変更等が生じた場合の監督上の対応については「Ⅲ－３－２（４）

買収等による株主構成の重要な変更等」等に準じて、取り扱うもの

とする。 
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